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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気入りタイヤのベルト層又はカーカス層におけるスチールコードを被覆するためのゴ
ム組成物であって、
　ゴム成分１００質量部に対し、マレイミド化合物０．１～５質量部と、メタクリル酸亜
鉛０．１～５質量部と、加硫剤としての硫黄１～１０質量部を配合してなる、
　ベルトコード又はカーカスコード被覆用ゴム組成物。
【請求項２】
　前記ゴム成分１００質量部に対して、メチレン受容体１～１０質量部と、メチレン供与
体０．２～２０質量部と、金属分換算で０．０３～０．５０質量部の有機酸コバルト塩を
配合したことを特徴とする請求項１記載のベルトコード又はカーカスコード被覆用ゴム組
成物。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のゴム組成物を、ベルト層及びカーカス層の少なくとも１つを補強
するスチールコードの被覆ゴムに用いたことを特徴とする空気入りタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気入りタイヤのベルト層又はカーカス層におけるスチールコードを被覆す
るためのゴム組成物、及びそれを用いた空気入りタイヤに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　空気入りタイヤにおいては、例えば、乗用車用タイヤのベルト層、トラック・バス用な
どの重荷重用タイヤのベルト層やカーカス層などの補強材としてスチールコードが使用さ
れている。かかるベルト層やカーカス層用のゴム組成物には、スチールコードとの接着性
が要求される。
【０００３】
　スチールコードとの接着性を向上するために、下記特許文献１には、ゴム成分にビスマ
レイミド化合物とノボラック型フェノール樹脂とメチレン供与体を配合することが提案さ
れている。下記特許文献２には、耐熱接着性を向上するために、耐熱架橋剤としてのビス
マレイミド化合物と、ポリサルファイド化合物とを併用することが開示されている。下記
特許文献３には、湿熱接着性及び耐熱老化性を向上させるために、ビスマレイミド化合物
とシリカとを併用することが開示されている。下記特許文献４には、湿熱接着性を向上さ
せるために、ジエン系ゴムにメタクリル酸亜鉛を配合することが開示されている。
【０００４】
　一方、下記特許文献５には、重荷重用タイヤにおけるビードコアとカーカス層との間に
配設されるビードカバーゴム層において、ビード部の耐久性を向上するために、接着促進
剤としての有機酸の金属塩と、高弾性率化及び低ロス化のためのマレイミド化合物とを配
合することが開示され、有機酸としてメタクリル酸も挙げられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２２６５２８号公報
【特許文献２】特開２００４－２１０９４７号公報
【特許文献３】特開２００７－２３８７２８号公報
【特許文献４】特開２００５－１４６０５１号公報
【特許文献５】特開２００４－１８９１４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ベルト層やカーカス層のスチールコードは、ゴム圧延用のカレンダー装置を
用いて、所定密度で平行配列された多数本のスチールコード両面をゴム被覆してなるトッ
ピング反として使用されるのが一般的である。このトッピング反はポリエチレンシートや
布製ライナーに巻き取り、中間材料として次工程に送られるまで保管されるが、未加硫状
態のトッピング反を長期間保管すると、ゴム配合剤のブルームや湿度、温度などによる被
覆ゴムの経時変化により、その加硫後の接着性が低下するという問題がある。そのため、
ベルト層やカーカス層のための被覆ゴム組成物においては、未加硫状態での経時変化が小
さく、安定した接着性を発現できることが望ましい。
【０００７】
　上記特許文献１～３では接着性を向上するためにビスマレイミド化合物を使用する点が
記載され、特許文献４ではメタクリル酸亜鉛を使用する点が記載されているが、いずれも
加硫した状態での湿熱老化後や熱老化後での接着性に着目しており、未加硫保管後の接着
性に関して示唆するものではない。また、特許文献５は、ビードカバーゴム層におけるメ
タクリル酸化合物とマレイミド化合物との併用によるビード部の耐久性向上に関するもの
であり、ベルト層やカーカス層における被覆ゴムとして用いられるものではない上に、メ
タクリル酸亜鉛とマレイミド化合物との併用は開示されておらず、未加硫保管後の接着性
向上を示唆するものでもない。
【０００８】
　本発明は、空気入りタイヤのベルト層又はカーカス層におけるスチールコードを被覆す
るためのゴム組成物において、未加硫状態での長期保管後での接着性を改良することを目
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的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るベルトコード又はカーカスコード被覆用ゴム組成物は、空気入りタイヤの
ベルト層又はカーカス層におけるスチールコードを被覆するためのゴム組成物であって、
ゴム成分１００質量部に対し、マレイミド化合物０．１～５質量部と、メタクリル酸亜鉛
０．１～５質量部と、加硫剤としての硫黄１～１０質量部を配合してなるものである。
【００１０】
　本発明に係る空気入りタイヤは、該ゴム組成物をベルト層及びカーカス層の少なくとも
１つを補強するスチールコードの被覆ゴムに用いたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ベルトコード又はカーカスコード被覆用ゴム組成物においてマレイミ
ド化合物とメタクリル酸亜鉛を併用することにより、未加硫状態で保管した際のゴム組成
物の経時変化を抑制して加硫後の接着性の低下を抑えることができ、すなわち、未加硫保
管後の接着性を改良することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施に関連する事項について詳細に説明する。
【００１３】
　本実施形態に係るゴム組成物は、ゴム成分と、マレイミド化合物と、メタクリル酸亜鉛
を含有するものである。
【００１４】
　上記ゴム成分としては、例えば、天然ゴム（ＮＲ）、イソプレンゴム（ＩＲ）、ブタジ
エンゴム（ＢＲ）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、ニ
トリルゴム（ＮＢＲ）、ブチルゴムなどの各種ジエン系ゴムが挙げられる。これらはいず
れか１種単独で、又は２種以上ブレンドして用いることができる。この中でも、伸長結晶
化しやすく破壊特性に優れるＮＲを主成分とすることが好ましく、即ち、ＮＲ単独、又は
、ＮＲ６０重量％以上とジエン系合成ゴム４０重量％以下とのブレンドを用いることが好
ましい。
【００１５】
　上記マレイミド化合物としては、１分子中にマレイミド基を２個以上有するものが好ま
しく用いられる。ここで、マレイミド基とは、マレイミドからイミノ基の水素原子を取り
去ってなる１価の基であり、環上の炭素に結合した水素が置換基で置換されたものであっ
てもよい。
【００１６】
　詳細には、１分子中にマレイミド基を２個有するマレイミド化合物としては、種々のビ
スマレイミドを用いることができ、具体的には、Ｎ，Ｎ’－ｍ－フェニレンビスマレイミ
ド、Ｎ，Ｎ’－ｐ－フェニレンビスマレイミド、Ｎ，Ｎ’－ｏ－フェニレンビスマレイミ
ド、２，２’－ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）フェニル］プロパン、４－メチ
ル－１，３－フェニレンビスマレイミド、３，３’－ジメチル－５，５’－ジエチル－４
，４’－ジフェニルメタンビスマレイミド、４，４’－ジフェニルメタンビスマレイミド
、１，６’－ビスマレイミド－（２，２，４－トリメチル）ヘキサン、１，３－ビス（４
－マレイミドフェノキシ）ベンゼン、１，３－ビス（３－マレイミドフェノキシ）ベンゼ
ン、４，４’－ジフェニルエーテルビスマレイミド、４，４’－ジフェニルスルフォンビ
スマレイミドなどが挙げられる。また、１分子中にマレイミド基を３個以上有するマレイ
ミド化合物としては、例えば、アニリン、ホルムアルデヒド及び無水マレイン酸を縮合し
て得られるポリフェニルメタンマレイミドなどが挙げられる。これらのマレイミド化合物
は、いずれか１種単独で、又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００１７】
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　マレイミド化合物の配合量は、ゴム成分１００重量部に対して、０．１～５質量部であ
ることが好ましい。マレイミド化合物の配合量が０．１質量部未満では、その添加効果が
十分に得られず、また、５質量部を超えると、弾性率が高くなりすぎるおそれがある。マ
レイミド化合物の配合量は、より好ましくは、ゴム成分１００質量部に対して０．２～２
質量部である。
【００１８】
　本実施形態にかかるゴム組成物には、上記マレイミド化合物とともに、メタクリル酸亜
鉛が配合される。メタクリル酸亜鉛の配合量は、ゴム成分１００質量部に対して、０．１
～５質量部であることが好ましい。メタクリル酸亜鉛の配合量が０．１質量部未満では、
その添加効果が十分に得られず、また、５質量部を超えると、弾性率が高くなりすぎたり
、加工時にロールに粘着しやすくなって加工性が悪化したりするおそれがある。メタクリ
ル酸亜鉛の配合量は、より好ましくは、ゴム成分１００質量部に対して０．２～２質量部
である。
【００１９】
　本実施形態に係るゴム組成物には、補強剤としてカーボンブラック、シリカなどのフィ
ラーを配合することができる。カーボンブラックとしては、特に制限されることはなく、
例えば、ＳＡＦ、ＩＳＡＦ、ＨＡＦ、ＦＥＦ級のカーボンブラックが使用でき、それらの
２種以上をブレンド使用してもよい。カーボンブラックの配合量は、特に限定されないが
、ゴム成分１００質量部に対し２０～１００質量部であることが好ましく、より好ましく
は４０～８０質量部である。シリカとしては、例えば湿式シリカ（含水ケイ酸）、乾式シ
リカ（無水ケイ酸）、表面処理シリカなどが挙げられる。シリカを配合する場合、その配
合量は、特に限定しないが、ゴム成分１００質量部に対し４０質量部以下であることが好
ましい。
【００２０】
　本実施形態に係るゴム組成物には、メチレン受容体とメチレン供与体を配合することが
できる。メチレン受容体の水酸基とメチレン供与体のメチレン基とが硬化反応することで
、ゴムとスチールコードの接着性を高め、タイヤ走行に伴う負荷や発熱による接着性の劣
化を抑制することができる。
【００２１】
　メチレン受容体としては、フェノール類化合物、又はフェノール類化合物をホルムアル
デヒドで縮合したフェノール系樹脂が用いられる。該フェノール類化合物としては、フェ
ノール、レゾルシンまたはこれらのアルキル誘導体が含まれる。アルキル誘導体には、ク
レゾール、キシレノールといったメチル基誘導体の他、ノニルフェノール、オクチルフェ
ノールといった比較的長鎖のアルキル基による誘導体が含まれる。フェノール類化合物は
、アセチル基等のアシル基を置換基に含むものであってもよい。
【００２２】
　また、フェノール類化合物をホルムアルデヒドで縮合したフェノール系樹脂には、レゾ
ルシン－ホルムアルデヒド樹脂、フェノール樹脂（即ち、フェノール－ホルムアルデヒド
樹脂）、クレゾール樹脂（即ち、クレゾール－ホルムアルデヒド樹脂）等の他、複数のフ
ェノール類化合物からなるホルムアルデヒド樹脂が含まれる。これらは、未硬化の樹脂で
あって、液状又は熱流動性を有するものが用いられる。
【００２３】
　これらの中でも、ゴム成分や他の成分との相溶性、硬化後の樹脂の緻密さ及び信頼性の
見地から、メチレン受容体としてはレゾルシン又はレゾルシン誘導体が好ましく、特には
、レゾルシン、又はレゾルシン－アルキルフェノール－ホルマリン樹脂が好ましく用いら
れる。
【００２４】
　これらメチレン受容体の配合量としては、特に限定しないが、ゴム成分１００質量部に
対して１～１０質量部であることが好ましく、より好ましく１～４質量部である。
【００２５】
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　上記メチレン供与体としては、ヘキサメチレンテトラミン又はメラミン誘導体が用いら
れる。該メラミン誘導体としては、例えば、メチロールメラミン、メチロールメラミンの
部分エーテル化物、メラミンとホルムアルデヒドとメタノールの縮合物等が用いられ、そ
の中でもヘキサメトキシメチルメラミンが特に好ましい。
【００２６】
　メチレン供与体の配合量としては、特に限定しないが、ゴム成分１００質量部に対して
０．２～２０質量部であることが好ましく、より好ましくは１～８質量部である。
【００２７】
　本実施形態に係るゴム組成物には、スチールコードとの接着性向上剤として有機酸コバ
ルト塩を配合してもよい。有機酸コバルト塩としては、例えば、ナフテン酸コバルト、ス
テアリン酸コバルト、オレイン酸コバルト、ネオデカン酸コバルト、ロジン酸コバルト、
ホウ酸コバルト、マレイン酸コバルトなどが挙げられ、これらの中でも加工性の点からナ
フテン酸コバルト、ステアリン酸コバルトが特に好ましい。有機酸コバルト塩の配合量と
しては、特に限定しないが、ゴム成分１００質量部に対し、金属分換算で０．０３～０．
５０質量部であることが好ましい。
【００２８】
　本実施形態に係るゴム組成物には、加硫剤としての硫黄が通常配合される。硫黄の配合
量は、ゴム成分１００質量部に対し、１～１０質量部であることが好ましく、より好まし
くは２～８質量部である。硫黄としては、例えば、粉末硫黄、沈降硫黄、コロイド硫黄、
不溶性硫黄、オイル処理硫黄などが挙げられ、特に限定されない。
【００２９】
　本実施形態に係るゴム組成物には、上記成分の他に、亜鉛華、老化防止剤、軟化剤、ワ
ックス、加硫促進剤、加工助剤など、タイヤ用ゴム組成物において一般に使用される各種
添加剤を任意に配合することができる。上記加硫促進剤としては、例えば、スルフェンア
ミド系、チウラム系、チアゾール系、及びグアニジン系などの各種加硫促進剤を用いるこ
とができ、いずれか１種単独で又は２種以上組み合わせて用いることができる。加硫促進
剤の配合量は、特に限定するものではないが、上記ゴム成分１００質量部に対して０．１
～７質量部であることが好ましく、より好ましくは０．２～５質量部である。
【００３０】
　該ゴム組成物は、通常に用いられるバンバリーミキサーやニーダー、ロール等の混合機
を用いて、常法に従い混練し作製することができる。すなわち、第一混合段階で、ゴム成
分に対し、上記マレイミド化合物及びメタクリル酸亜鉛とともに、加硫剤及び加硫促進剤
を除く他の添加剤を添加混合し、次いで、得られた混合物に、最終混合段階で加硫剤及び
加硫促進剤を添加混合することによりゴム組成物を調製することができる。
【００３１】
　該ゴム組成物は、空気入りタイヤのベルト層やカーカス層において、補強材として使用
されるスチールコードの被覆（トッピング）ゴムとして用いられる。すなわち、ベルトコ
ード及び／又はカーカスコードの被覆用ゴム組成物として用いられる。該ゴム組成物は、
常法に従い、スチールカレンダーなどのトッピング装置によりスチールコードトッピング
反を製造し、これをベルト層及び／又はカーカス層として用いて、常法に従い成形加硫す
ることにより空気入りタイヤを製造することができる。
【００３２】
　空気入りタイヤとしては、乗用車用タイヤでも重荷重用タイヤでもよく、特に限定され
ない。なお、空気入りタイヤの構造自体は周知であり、特に限定されない。一般には、空
気入りタイヤは、左右一対のビード部及びサイドウォール部と、左右のサイドウォール部
の径方向外方端部同士を連結するように両サイドウォール部間に設けられたトレッド部と
を備え、左右一対のビード部間にまたがって延びる少なくとも１層のカーカス層を備える
。カーカス層は、トレッド部からサイドウォール部をへて、両端がビード部にて係止され
ており、上記各部を補強するものである。また、ベルト層は、トレッド部におけるカーカ
ス層の外周側においてトレッドゴムとの間に、通常２層以上にて設けられており、カーカ
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ス層の外周でトレッド部を補強するものである。本実施形態において、上記ゴム組成物を
スチールコードの被覆ゴムに用いる場合、ベルト層とカーカス層のうちのいずれか一方に
適用してもよく、双方に適用してもよい。
【実施例】
【００３３】
　以下、本発明の実施例を示すが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
【００３４】
　バンバリーミキサーを使用し、下記表１に示す配合（質量部）に従い、まず、第一混合
段階で、硫黄と加硫促進剤を除く成分を添加混合し、次いで、得られた混合物に、最終混
合段階で硫黄と加硫促進剤を添加混合して、スチールコード被覆用ゴム組成物を調製した
。表１中の各成分の詳細は以下の通りである。
【００３５】
・ＮＲ：天然ゴム（ＲＳＳ＃３）
・カーボンブラック：ＨＡＦ、東海カーボン株式会社製「シースト３００」
・マレイミド化合物Ａ：４，４’－ジフェニルメタンビスマレイミド、大和化成工業株式
会社製「ＢＭＩ－１０００Ｈ」
・マレイミド化合物Ｂ：ポリフェニルメタンマレイミド、大和化成工業株式会社製「ＢＭ
Ｉ－２３００」
・マレイミド化合物Ｃ：１，６’－ビスマレイミド－（２，２，４－トリメチル）ヘキサ
ン、大和化成工業株式会社製「ＢＭＩ－ＴＭＨ」
・マレイミド化合物Ｄ： ４－メチル－１，３－フェニレンビスマレイミド、大和化成工
業株式会社製「ＢＭＩ－７０００Ｈ」
・メタクリル酸亜鉛：川口化学工業株式会社製「アクターＺＭＡ」
・不溶性硫黄：フレキシス社製「ミュークロンＨＳ　ＯＴ－２０」
・加硫促進剤Ａ：大内新興化学工業（株）製「ノクセラーＮＳ－Ｐ」（Ｎ－ｔｅｒｔ－ブ
チル－２－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド）
・加硫促進剤Ｂ：大内新興化学工業（株）製「ノクセラーＤＺ－Ｇ」（Ｎ，Ｎ－ジシクロ
ヘキシル－２－べンゾチアゾリルスルフェンアミド）
・加硫促進剤Ｃ：ＷＯ２００９／０８４５３８の段落００３４に記載の方法により合成さ
れるＮ－エチル－Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチル－２－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド
・加硫促進剤Ｄ：フレキシス社製「サントキュアＴＢＳＩ」（Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチル－２
－ベンゾチアゾリルスルフェンイミド）
【００３６】
　各ゴム組成物には、共通配合として、ゴム成分１００質量部に対し、亜鉛華（三井金属
工業株式会社製「亜鉛華３号」）８質量部、プロセスオイル（株式会社ジャパンエナジー
製「ＪＯＭＯプロセスＮＣ１４０」）３質量部、老化防止剤６Ｃ（フレキシス社製「サン
トフレックス６ＰＰＤ」）２質量部、老化防止剤ＦＲ（松原産業社製「Antioxidant FR」
）１質量部、レゾルシン（住友化学工業株式会社製「レゾルシン」）２質量部、ヘキサメ
トキシメチルメラミン（三井サイテック株式会社製「サイレッツ９６３Ｌ」）４質量部、
ステアリン酸コバルト（株式会社ジャパンエナジー製「ステアリン酸コバルト（Ｃｏ分
９．５％）」）２質量部を配合した。
【００３７】
　得られた各ゴム組成物を用いて、ゴム－スチールコード複合体の未加硫試料を作製した
。詳細には、ベルト用スチールコード（３×０．２０＋６×０．３５ｍｍ構造、銅／亜鉛
＝６４／３６（質量比）、付着量５ｇ／ｋｇの真鍮めっき）を１２本／２５ｍｍの打ち込
み密度で平行配列したものの両面を、上記各ゴム組成物からなる厚さ１ｍｍのゴムシート
を用いて被覆し、この２枚をコードが平行になるように積層した剥離接着試験用の未加硫
試料を作製した。得られた未加硫試料を用いて、初期接着性と湿熱接着性と未加硫保管後
接着性を下記方法により評価した。
【００３８】
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［初期接着性］
　上記未加硫試料を作製後、室温にて２４時間放置した後、１５０℃×３０分の条件で加
硫し、島津製作所（株）製オートグラフ「ＤＣＳ５００」を用いて２層のスチールコード
間の剥離試験を行い、剥離後のスチールコードのゴム被覆率を目視にて観察し、０～１０
０％で評価した。数値が大きいほど初期接着性が良好である。
【００３９】
［湿熱接着性（湿熱老化後の接着性）］
　上記未加硫試料を作製後、室温にて２４時間放置した後、１５０℃×３０分の条件で加
硫し、加硫した試験片を１０５℃の飽和蒸気内で９６時間放置した後、上記初期接着性と
同様の剥離試験を行い、剥離後のスチールコードのゴム被覆率を目視にて観察し、０～１
００％で評価した。数値が大きいほど湿熱接着性が良好である。
【００４０】
［未加硫保管後接着性］
　上記未加硫試料を作製後、４０℃×９５％ＲＨの恒温恒湿槽中に１６８時間放置した後
、１５０℃×３０分の条件で加硫し、上記と同様、島津製作所（株）製オートグラフ「Ｄ
ＣＳ５００」を用いて剥離試験を行い、剥離後のスチールコードのゴム被覆率を目視にて
観察した。数値が大ほど未加硫保管時の接着安定性が良好である。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
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　結果は、表１に示す通りであり、コントロールである比較例１に対し、各種マレイミド
化合物を単独で添加した比較例２～４では、初期接着性や湿熱接着性には改善効果が見ら
れたものの、未加硫保管後接着性にはほとんど改良効果は見られなかった。
【００４３】
　マレイミド化合物Ａを２質量部に増量した比較例５では、配合量が１質量部である比較
例２に対し、さらに初期接着性及び湿熱接着性に改良効果が見られたが、未加硫保管後接
着性はまだ満足行く値ではなかった。すなわち、単純に配合量を増やしただけでは、未加
硫保管後接着性の改良効果は小さかった。
【００４４】
　また、メタクリル酸亜鉛を単独で添加した比較例６では、比較例１に対し、初期接着性
は大幅に改善し、湿熱接着性にも改善効果が見られたが、未加硫保管後接着性にはほとん
ど改良効果は見られなかった。
【００４５】
　メタクリル酸亜鉛を２質量部に増量した比較例７では、配合量が１質量部である比較例
６に対し、さらに初期接着性及び湿熱接着性に改良効果が見られたが、未加硫保管後接着
性はまだ満足行く値ではなかった。すなわち、単純に配合量を増やしただけでは、未加硫
保管後接着性の改良効果は小さかった。
【００４６】
　以上のように、マレイミド化合物やメタクリル酸亜鉛をそれぞれ単独で添加する従来手
法では、初期接着性や湿熱接着性は向上するものの、未加硫状態での長期保管後での接着
性については、ほとんど改良効果は見られなかった。
【００４７】
　これに対し、各種マレイミド化合物とメタクリル酸亜鉛を各１質量部にて併用した実施
例１～４では、比較例２～７に比べて、初期接着性と湿熱接着性が改良されるだけでなく
、未加硫保管後接着性に顕著な改良効果が見られた。これらの未加硫保管後接着性の改良
効果は、マレイミド化合物とメタクリル酸亜鉛をそれぞれ単独で用いた比較例２～７にお
いて上記の通り改良効果がほとんど見られなかったことに鑑みれば、相加効果を上回る顕
著な相乗効果であった。
【００４８】
　また、マレイミド化合物とメタクリル酸亜鉛を各４質量部にて併用した実施例５では、
実施例１よりも湿熱接着性及び未加硫保管後接着性がさらに改良されていた。マレイミド
化合物Ａとメタクリル酸亜鉛を各０．５質量部に減らして併用した実施例６でも、これら
の添加剤の総量が等しい比較例２及び比較例６に比べて、いずれの接着性も改良されてお
り、特に未加硫保管後接着性に顕著な改良効果が見られた。また、加硫促進剤の種類を変
更した実施例７，８，９でも、実施例１と同等以上の優れた効果が得られた。
【００４９】
　以上のように、マレイミド化合物とメタクリル酸亜鉛とを併用したことにより、初期の
スチールコードとの接着性、湿熱老化後の接着性を高めつつ、未加硫保管後の接着性を予
想外に高いレベルまで引き上げることができた。そのため、タイヤの耐久性能を高めるこ
とができると共に、タイヤの製造工程において、トッピング反の長期保管時の安定性を高
めることもできる。このようにトッピング反の保管期間を延長できるので、工程性や生産
性を損なうことがなく、材料の廃棄処理などの経費節減にも寄与することができる。
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